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徴収猶予制度について 

猶予が認められた場合 

分割等により納付することが可能になります 

＋ 

申請書の作成・提出 
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   ※１ 申請時点で未確定の延滞金は含みません。 

   ※２ 本来の期限（法定納期限）から 1 年以上経って納付すべき税額が確定した場合は不要です。 

   ※３ 担保提供は、猶予を受けようとする金額が未確定の延滞金を含めて 100 万円を超える場合に必要で

す。ただし、猶予期間が 3 か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              一定の場合には猶予が取り消され 

             ることや、猶予期間が短縮されるこ 

             とがあります。 

              なお、やむを得ない事情がある場 

             合には、分割納付計画の変更が認め 

             られることがあります。 

 

 

 

 

 

 

提出された申請書等の審査 

猶予が許可された場合 猶予が不許可の場合 

完納 徴収猶予の取消し等 

宜野座村役場村民生活課税務係 TEL968-8535 


